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第三セクター等について地方公共団体が有する財政的リスクの状況に関する調査結果の概要  

（令和５年３月 31日時点） 

 

○  第三セクター等は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、

経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念

されます。 

 

○  総務省では、第三セクター等について地方公共団体が有するこのような財政的リスク

の状況の「見える化」を推進するため、地方公共団体が一定の関与をしている、以下の

第三セクター等について、その財務状況や地方公共団体の財政的支援の状況について毎

年度調査し、その結果を地方公共団体・第三セクター等別に公表しています。 

 今回の調査は、各第三セクター等に係る令和５年３月 31 日までに終了した事業年度

の決算データ（以下「令和４年度決算データ」という。）に基づくものです。 

 

① 地方公共団体が損失補償、債務保証又は貸付け（長期・短期）を行っている法人 

② 債務超過法人（事業の内容に応じて時価で評価した場合に債務超過になる法人を含む。）であ

って、当該地方公共団体の出資割合が 25％以上の法人 

  ※①と②の法人は重複する場合があります。 

 

○  なお、①や②のうち、特に地方公共団体に相当程度の財政的なリスクが存在する以下

の第三セクター等に関しては、当該第三セクター等と関係を有する地方公共団体に対し、

経営健全化方針の策定と、それに基づく取組の着実な実施を要請しています。 

（「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」（平成30年２月20日付け総財公

第26号）及び「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」（令

和元年７月23日付け総財公第19号）。以下「経営健全化方針策定通知」という。） 

 

Ⅰ  債務超過法人 

Ⅱ  実質的に債務超過である法人 

a 事業の内容に応じて時価で評価した場合に債務超過になる法人 

b 土地開発公社のうち、債務保証等の対象となっている保有期間が５年以上の土地の簿価 

総額が、当該地方公共団体の標準財政規模の 10％以上の公社 

Ⅲ  当該地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償、債務保証及び短期貸付けの合計額

の比率が、当該地方公共団体の実質赤字比率の早期健全化基準相当以上の法人 

資料２ 
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調査結果の概要 

１．調査対象の第三セクター等 

○  調査対象となる第三セクター等は、令和４年度決算データに基づくと、1,036 法人

（前年度比▲46 法人）であり、内訳は、第三セクターが 638 法人（同▲27 法人）、地

方三公社が 398法人（同▲19法人）となっています。 

 

２．経営健全化方針の策定要件に該当する第三セクター等 

○  １のうち、経営健全化方針の策定要件に該当する第三セクター等は、282法人（同＋

１法人）であり、調査対象の第三セクター等の 27.2％（同＋1.2 ポイント）を占めて

います。内訳は、第三セクターが 224 法人（同同数）、地方三公社が 58 法人（同＋１

法人）となっています。 

 

 

R４ R３ 法人数の R４ R３ 法人数の R４ R３ 法人数の
法人数 法人数 増減 法人数 法人数 増減 法人数 法人数 増減

第三セクター 519 554 ▲ 35 209 208 1 638 665 ▲ 27
社団・財団法人 239 251 ▲ 12 17 21 ▲ 4 244 258 ▲ 14
会社法法人 280 303 ▲ 23 192 187 5 394 407 ▲ 13

地方三公社 397 416 ▲ 19 32 33 ▲ 1 398 417 ▲ 19
地方住宅供給公社 25 26 ▲ 1 5 6 ▲ 1 25 26 ▲ 1
地方道路公社 22 22 0 1 1 0 22 22 0
土地開発公社 350 368 ▲ 18 26 26 0 351 369 ▲ 18

合計 916 970 ▲ 54 241 241 0 1,036 1,082 ▲ 46

法人分類

調査対象
① ②

合計
（①、②の重複を除く。）

地方公共団体が損失補償、債務保証又は貸
付け（長期・短期）を行っている法人

債務超過法人（事業の内容に応じて時価で
評価した場合に債務超過になる法人を含

む。）であって、当該地方公共団体の出資
割合が25％以上の法人

R４ R３ 法人数の R４ R３ 法人数の R４ R３ 法人数の
法人数 法人数 増減 法人数 法人数 増減 法人数 法人数 増減

第三セクター 638 665 ▲ 27 214 213 1 1 2 ▲ 1
社団・財団法人 244 258 ▲ 14 17 21 ▲ 4 0 0 0
会社法法人 394 407 ▲ 13 197 192 5 1 2 ▲ 1

地方三公社 398 417 ▲ 19 30 30 0 2 3 ▲ 1
地方住宅供給公社 25 26 ▲ 1 5 6 ▲ 1 0 0 0
地方道路公社 22 22 0 1 1 0 0 0 0
土地開発公社 351 369 ▲ 18 24 23 1 2 3 ▲ 1

合計 1,036 1,082 ▲ 46 244 243 1 3 5 ▲ 2
（調査対象に対する割合） (100.0%) (100.0%) ー (23.6%) (22.5%) ー (0.3%) (0.5%) ー

R４ R３ 法人数の R４ R３ 法人数の R４ R３ 法人数の
法人数 法人数 増減 法人数 法人数 増減 法人数 法人数 増減

第三セクター 0 0 0 10 10 0 224 224 0
社団・財団法人 0 0 0 9 9 0 26 30 ▲ 4
会社法法人 0 0 0 1 1 0 198 194 4

地方三公社 13 14 ▲ 1 28 23 5 58 57 1
地方住宅供給公社 0 0 0 0 0 0 5 6 ▲ 1
地方道路公社 0 0 0 3 3 0 4 4 0
土地開発公社 13 14 ▲ 1 25 20 5 49 47 2

合計 13 14 ▲ 1 38 33 5 282 281 1
（調査対象に対する割合） (1.3%) (1.3%) ー (3.7%) (3.0%) ー (27.2%) (26.0%) ー

法人分類

経営健全化方針の策定要件に該当する第三セクター等
Ⅱ　実質的に債務超過である法人 Ⅲ

計
（Ⅰ～Ⅲの重複を除く。）

b
土地開発公社のうち、債務保証等の対象
となっている保有期間が５年以上の土地
の簿価総額が、当該地方公共団体の標準

財政規模の10％以上の公社

当該地方公共団体の標準財政規模に対す
る損失補償、債務保証及び短期貸付けの
合計額の比率が、実質赤字比率の早期健

全化基準相当以上の法人

法人分類
調査対象の第三セクター等

経営健全化方針の策定要件に該当する第三セクター等
Ⅰ Ⅱ　実質的に債務超過である法人

a

事業の内容に応じて時価で評価した
場合に債務超過になる法人

債務超過法人

注１：同じ法人に対して複数の地方公共団体が財政的支援や出資を行っている場合、法人 1件として計上している。 

注２：表中Ⅰ～Ⅲは、経営健全化方針の策定要件である。一つの法人がⅠ～Ⅲの複数に該当する場合、Ⅰ～Ⅲそれぞれに１件として計上している。 

注３：表中ⅠとⅡaの法人数には、１の①で調査対象となり該当する法人も含まれる場合があるため、表中ⅠとⅡa の法人数の合計と１の②の法人数

は必ずしも一致しない。 
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３．経営健全化方針の策定を要する地方公共団体 

○  ２の第三セクター等と関係を有する地方公共団体は、1,148団体（▲49団体）です。 

 

○  そのうち、経営健全化方針の策定が必要な団体数は次のとおりです。 

Ⅰ  債務超過法人：262団体（同▲１団体） 

Ⅱ  実質的に債務超過である法人 

a 事業の内容に応じて時価で評価した場合に債務超過になる法人：３団体（同▲

２団体） 

b 土地開発公社のうち、債務保証等の対象となっている保有期間が５年以上の土

地の簿価総額が、当該地方公共団体の標準財政規模の 10％以上の公社：13団体

（同▲２団体） 

Ⅲ  当該地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償、債務保証及び短期貸付け

の合計額の比率が、実質赤字比率の早期健全化基準相当以上の法人：43団体（同

＋５団体） 

以上の合計（Ⅰ～Ⅲの重複を除く。）は、延べ 305団体（同▲１団体）となっています。 

 

 

R４ R３ 団体数の R４ R３ 団体数の R４ R３ 団体数の
団体数 団体数 増減 団体数 団体数 増減 団体数 団体数 増減

第三セクター 729 758 ▲ 29 232 233 ▲ 1 1 2 ▲ 1
社団・財団法人 286 300 ▲ 14 30 34 ▲ 4 0 0 0
会社法法人 443 458 ▲ 15 202 199 3 1 2 ▲ 1

地方三公社 419 439 ▲ 20 30 30 0 2 3 ▲ 1
地方住宅供給公社 29 30 ▲ 1 5 6 ▲ 1 0 0 0
地方道路公社 26 27 ▲ 1 1 1 0 0 0 0
土地開発公社 364 382 ▲ 18 24 23 1 2 3 ▲ 1

合計 1,148 1,197 ▲ 49 262 263 ▲ 1 3 5 ▲ 2
（調査対象に対する割合） (100.0%) (100.0%) ー (22.8%) (22.0%) ー (0.3%) (0.4%) ー

R４ R３ 団体数の R４ R３ 団体数の R４ R３ 団体数の
団体数 団体数 増減 団体数 団体数 増減 団体数 団体数 増減

第三セクター 0 0 0 10 10 0 242 244 ▲ 2
社団・財団法人 0 0 0 9 9 0 39 43 ▲ 4
会社法法人 0 0 0 1 1 0 203 201 2

地方三公社 13 15 ▲ 2 33 28 5 63 62 1
地方住宅供給公社 0 0 0 0 0 0 5 6 ▲ 1
地方道路公社 0 0 0 7 7 0 8 8 0
土地開発公社 13 15 ▲ 2 26 21 5 50 48 2

合計 13 15 ▲ 2 43 38 5 305 306 ▲ 1
（調査対象に対する割合） (1.1%) (1.3%) ー (3.7%) (3.2%) ー (26.6%) (25.6%) ー

法人分類

経営健全化方針の策定を要する地方公共団体
Ⅱ　実質的に債務超過である法人 Ⅲ

計
（Ⅰ～Ⅲの重複を除く。）

b
土地開発公社のうち、債務保証等の対象
となっている保有期間が５年以上の土地
の簿価総額が、当該地方公共団体の標準

財政規模の10％以上の公社

当該地方公共団体の標準財政規模に対す
る損失補償、債務保証及び短期貸付けの
合計額の比率が、実質赤字比率の早期健

全化基準相当以上の法人

a

事業の内容に応じて時価で評価した
場合に債務超過になる法人

法人分類

調査対象の第三セクター等と
関係を有する地方公共団体

経営健全化方針の策定を要する地方公共団体
Ⅰ Ⅱ　実質的に債務超過である法人

債務超過法人

注１：同じ法人に対して複数の地方公共団体が財政的支援や出資を行っている場合、当該地方公共団体ごとに１団体として計上している。 

注２：同一地方公共団体が複数の法人に対して財政的支援や出資を行っている場合、当該法人ごとに１団体として計上している。 

注３：表中Ⅰ～Ⅲは、経営健全化方針の策定要件である。一つの法人がⅠ～Ⅲの複数に該当する場合、Ⅰ～Ⅲそれぞれに１件として計上している。 


